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東京都最低賃金を９５８円に引き上げます 
＝発効日は平成29年10月1日です＝ 

 

 東京労働局長（勝田 智明）は、東京都最低賃金を２６円引き上げ、

時間額９５８円に改正することを決定し、本日官報公示を行いました。 
 
 
１ 東京都最低賃金（地域別最低賃金）の改正については、本年７月５日、東京労働

局長から東京地方最低賃金審議会（会長 都留 康）に対し諮問を行いました。 
  同審議会は審議の結果、８月７日、現行の時間額９３２円を２６円引き上げて、

９５８円に改正する（引上率２.７９％）ことが適当である旨の答申を行いました。 
  これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、東京都最

低賃金を時間額９５８円とする決定を行い、本日（９月１日）、官報公示を行いま

した。これにより、効力発生日は平成２９年１０月１日となります。 
 
２ 最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、以下の助成金制度を

設けています。 
（１）業務改善助成金 
   事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に、

生産性向上のための設備・機器等の導入経費（業務改善経費）の一部を助成

するもの。 

（２）キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース） 

有期契約労働者の基本給の賃金規定等を２％以上増額改定し、昇給させた場

合等に助成するもの。 

（３）人事評価改善等助成金 

生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生産

性向上を図り、賃金アップと離職率低下を実現した企業に対して助成を行うも

の。 
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３ 上記２の助成金制度のほか、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業・小規模

事業者を支援する事業として、さまざまな経営・労務管理に関する課題に対して、

ワン・ストップで無料相談に応じる「東京都最低賃金総合相談支援センター」（電

話 0120‐311‐615）を設けています。 
 

[参考１] 
 最低賃金について 
１ 適用 
   東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用 

者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属 
性、性、国籍及び年齢の区別なく適用され、同最低賃金額以上の賃金を支 
払わない使用者は最低賃金法第４条違反として罰則の対象となります。 

   派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適 
用されます。 

２ 金額 
   次の金額は、最低賃金に算入されません。 

① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 
② 臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 
③ １か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当 

 

[参考２] 

 東京都最低賃金の改正状況（過去１０年間） 
 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 

引上額  ２０円  ２７円  ２５円  ３０円 １６円 
時間額 ７３９円 ７６６円 ７９１円 ８２１円 ８３７円 

  
 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

引上額  １３円  １９円  １９円  １９円  ２５円 
時間額 ８５０円 ８６９円 ８８８円 ９０７円 ９３２円 

 

[参考３] 
 近隣各県における平成２９年度地域別最低賃金改正の状況 

県 名 時間額（引上額） 発効日（予定） 
埼 玉 ８７１円（２６円） １０月 １日 
千 葉 ８６８円（２６円） １０月 １日 
神奈川 ９５６円（２６円） １０月 １日 
山 梨 ７８４円（２５円） １０月１３日 

 

[参考４] 
 助成金制度問い合わせ先 
・上記２（１）業務改善助成金  
東京労働局雇用環境・均等部企画課（助成金担当） 

電話０３－６８９３－１１００ 

・上記２（２）キャリアアップ助成金、及び（３）人事評価改善等助成金 

事業所の所在地を管轄するハローワーク、及び東京労働局ハローワーク助成金事

務センター 
 


